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土地・家屋価格等縦覧固定資産課税台帳閲覧 687
●�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　納税者が、自分の土地や家屋の価格が適正かどうかを他の土地や家
屋と比較して判断するための制度です。縦覧帳簿の写しなどの交付は
行いません。
４月１日㈬～30日㈭
市役所課税課
縦�覧できる方　納税者および同一世帯の親族、納税者から委任を受けた代
理人など
●固定資産課税台帳の閲覧
　自己所有資産の課税内容を確認できます。借地人・借家人なども、
一定の要件を満たせば閲覧できます（借地・借家関係が分かる契約書
などが必要）。
閲覧開始日　４月１日㈬
市役所課税課、支所
閲�覧できる方　納税義務者および同一世帯の親族、納税義務者から委任
を受けた代理人など
�４月30日㈭までは無料。それ以降は１枚200円
�４月中旬に送付予定の「令和８年度固定資産税・都市計画税納税通
知書」に添付の「課税明細書」でも、固定資産の評価額などを確認
できます
�本人確認書類、委任状（代理人のみ）
課税課　 32-1239

児童手当の多子加算申請は
お済みですか
　対象者には、３月上旬に案内
を送付しますので確認してくだ
さい。
�４月以降も経済的負担が見込
まれる平成19年４月２日～
平成20年４月１日生まれの
子がいて、令和８年４月時点
で22歳到達後の最初の３月
31日を迎えてない子を３人
以上養育している方
申請期限　４月16日㈭まで
�児童手当が支給されるのは
18歳到達後の最初の３月分
まで。申請方法など詳しくは、
4341 で確認してください
子育て支援課
　 32-1296

総務課　 32-1159
　　　　　　　 1291

コミュニティバスに関するお知らせ

コミュニティバスの路線・時刻表を改正します

　４月１日㈬から改正して運行します。
　新しいバス総合時刻表は、３月23日㈪から市役所、支所、市民
センターなどで配布します。　※市ホームページからも確認でき
ます
主な改正内容　�「下津・大里線」の路線延伸

コミュニティバスを利用してください

　コミュニティバスの運行にお
ける利用者１人当たりの市負担
額は右表のとおりです。この負
担額の基準値を1,500円とし、
利用状況を参考に運行路線の見
直しを検討していきます。
　運行を継続していくために、
コミュニティバスを利用してく
ださい。

●令和７年12月分

路線名 利用人数 バス運行経費における
１人当たりの市負担額

祖父江・稲沢線 ふれあいの郷系統 1,545人 669円

祖父江・稲沢線 地泉院系統 1,530人 688円

下津・大里線 1,080人 1,088円

千代田・平和線 959人 1,180円

立地適正化計画策定委員会
4981

　希望者は傍聴できます。
３月25日㈬、午後１時40分
市役所議員総会室
５人（先着）
�防災指針（案）やそれを踏まえ
た居住や都市機能に関する区
域などの設定について
�当日、午後０時40分～１時
10分に都市計画課（ 32-
1362）へ

事業承継個別相談会
�３月17日㈫、①午前９時30
分～ 10時30分②午前11時
～正午③午後１時～２時④午
後２時30分～３時30分
�市役所商工観光課
各１組（先着）
�事業承継、M＆Aなどに関す
る相談
��３月２日㈪から、 892 を確
認の上、電話（ 32-1395）
で商工観光課へ

稲沢市中小企業振興会議
3747

　希望者は傍聴できます。
�３月23日㈪、午後２時～３時
30分
�市役所政策審議室
10人（先着）
�中小企業支援策の検討、ワーキ
ンググループの活動報告など
�当日、午後１時30分～２時
に会場へ
商工観光課　 32-1395

　３月上旬はまだ寒さが残り、空気も乾
燥し火災が発生しやすい季節です。皆さ
んの尊い生命や財産が火災で失われるこ
とのないよう、日頃から十分注意してく
ださい。

●令和７年の火災概要
出�火件数　44件（うち、建物火災22件、車両火災３件、
その他の火災19件）
　出火原因は、放火の疑いが多いため、家の周りや敷地内
には燃えやすいものを置かないようにしましょう。

●４つの習慣
・寝たばこは、絶対にしない・させない
・�ストーブの周りに燃えやすいものを
置かない
・�こんろを使うときは、火のそばを離
れない
・�コンセントはほこりを清掃し、不必
要なプラグは抜く

●６つの対策
・�ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する
・�住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交
換する
・�部屋を整理整頓し、寝具・衣類・カーテンは防炎品を
使用する
・�消火器などを設置し、使い方を確認しておく
・�特にお年寄りや体の不自由な方は、避難経路と避難方
法を常に確保しておく
・�防火防災訓練への参加、戸別訪問など、地域ぐるみで
防火対策を行う

消防本部予防課　 22-2114　 3659

春季全国火災予防運動（３月１日～７日）

住宅防火
いのちを守る10のポイント

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。

広
告
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